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小鮎地区ふれあい宣言の合言葉 「小鮎からつなげようみんなの絆」 

 

お知らせ 

小鮎地区地域福祉推進委員会では、子育て

支援を目的に毎月第２火曜日、公民館集会室

にて子育てサロンを開催しています。 

お子さんと一緒に遊びながら子育てについ

ておしゃべりしてみませんか。スタッフは地

域の民生委員さん児童委員さんです。参加費

用は掛かりませんので、お気軽にご参加くだ

さい。 

【開催予定】 毎月第２火曜日 10：00～11：30 

4/11 ・ 5/9 ・ 6/13 ・ 7/11 ・ 8/1・ 

9/12 ・ 10/10 ・ 11/14 ・ 12/12 ・ 

（令和 6 年） 1/9 ・ 2/13 ・ 3/12 
※ 日程・会場は変更または中止となる場合があります。 

【対 象】 未就学児（0歳～）とその保護者 

※ 事前申し込み不要。直接おいでく

ださい。 

【協 力】 子育て支援センター 

【問合せ】 小鮎公民館 

☎２４１－１２６５ 

令和 5年度がスタートしました。新型コロナウイルス問題も

収束に向かい、市民生活や社会活動なども徐々に日常を取り戻

してきました。 

小鮎公民館では、今年度もさまざまな事業の実施を計画して

いますので、どうぞご期待ください。詳細は、今後の公民館だ

よりでお知らせします。 

■ 各種証明発行のお休み 29日（祝）  公民館☎２４１‐１２６５ 

■ 図書室のお休み 17日（月）、29日（祝） 図書室☎２４２‐１４０３ 

★ 子育てサロン「あゆっこ」の開催 11 日（火） 10：00～11：30 

申し込み不要。 ０歳～未就学児と保護者が対象 

 

 問 

 問 

 

 

写真は令和４年度開催事業 

 

3月4・5日で開催した小鮎地区公民館 

まつり。楽しかった 2日間を YouTube 

（ユーチューブ）で振り返ります。 

12分間のダイジェスト版としてまとめましたので、ちょっ

とした空き時間等でスマートフォンやパソコンなどからお楽

しみください。 

右のＱＲコードを読み取るか、「小鮎地区公民館まつり」で

検索！ https://youtu.be
/Lrv9ZgEhoIM 

小鮎地区公民館まつり 
 



「ミニバラとハーブの 
箱庭づくり」講座 
ミニバラとハーブ５種類で箱庭風寄せ植えを作ります。 

【日 時】 5 月 2 日（火） 午前の部 10：00～11：30 

        午後の部 13：00～14：30 

【会 場】 ぼうさいの丘公園 センター施設 

（温水７８３－１） 

【対象者】 市内在住在勤在学の方。午前・午後の部各

20 人。※申し込み多数の場合は抽選。 

【参加費】 ３,０００円 

【申込み】 4 月 1 日～10 日に、講座予約システム、ハガキ

またはファクスで、午前・午後の部の別、〒住

所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、 

参加人数を環境みどり公社へ。 

【問合せ】 （公財）厚木市環境みどり公社施設課 

〒243-0036 長谷 626-1 

☎２２５－２７７４  📠２４８－９５０２ 

グラウンド・ゴルフ初心者教室 
グラウンド・ゴルフの初歩的な基礎技術の習得および

健康管理と参加者相互の交流を図るため開催します。 

【日 時】 4 月 27 日（木）9：00～12：00 

※雨天時は 28 日（金） 

【会 場】 及川球技場（及川 1-17-1） 

【対 象】 市内在住の方 20 人 ※児童生徒を除く 

【参加費】 ３００円（保険料含む） 

【申込み】 4 月 12 日（必着）までに、ハガキまたはフ

ァクスで〒住所、氏名、年齢、電話番号を

スポーツ協会事務局 へ。 

【問合せ】 （公財）厚木市スポーツ協会事務局 

〒243-0039 温水 1-27-1 

☎２４７－７２１２  📠２４８－７１５１ 

理髪サービスのお知らせ 
令和５年度から理髪サービスに係る助成額を変更しま

す。また、皆さんの利便性を考慮し、年間限度枚数 6 枚

を原則一括してお渡しします。 

【対象者】 ねたきり老人登録者、認知症老人登録者、

重度障がい者で、ねたきりまたはこれと同

様の状態により理容・美容店を利用するこ

とができない 10 歳以上 65 歳未満の方。 

【助成額】 5,500 円（令和 4 年度までは 6,500 円） 

【問合せ】 介護福祉課 ☎２２５－２２２０ 

障がい福祉課☎２２５－２２５４ 
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インターネット 
からの電子申請 
（ＱＲコード） 

接種済証（接種券の右側部分） 

基礎疾患等を有する方、医療従事者等の
新型コロナウイルスワクチン追加接種の
接種券送付申請について 

新型コロナウイルス感染による重症化リスクが高い方

など、次の①～③に該当する方を対象に、新型コロナウ

イルスワクチンの追加接種を５月～８月に実施します。

②または③に該当して接種を希望する方は、次のいずれ

かの方法で接種券送付の申請をお願いします。 

接種対象者 
（初回接種を完了して最終接種日か

ら 3 か月経過した次の方） 
申請有無 

接種券送付 

（予定） 

① 満 65 歳以上の方 申請不要 4 月下旬 

② 基礎疾患を有する

方（5 歳～64 歳） 

申請必要 

※１ 

4 月下旬 
（期限後の申請者

は５月以降に発送） 

③ 医療従事者、高齢

者・障害者施設の

従事者（64 歳以下） 

申請必要 

※１ 

4 月下旬 
（期限後の申請者

は 5 月以降に発送） 

※１ 昨年度に基礎疾患・医療従事者等の申請済みの

方は申請不要です。 

・ 申請済みで接種済みの方は、申請情報に基づ

き接種券を送付します。 

・  申請済みで未接種の方は、現在お持ちの接種

券が使用できますので送付しません。 

①～③に該当しない初回接種が完了した 5 歳以上の方

は、秋冬（9 月～12 月）に 1 回の追加接種を予定して

います（申請不要）。 

【申請方法】 ・ インターネットからの電子申請（次のＱ 

Ｒコード参照） 

・ コールセンターへの電話、相談窓口への

来庁 

※ 申請の際は、接種券番号・最終接種日が必要

となりますので接種済証をご用意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申請期限】 4 月 6 日まで。期限後の申請者への接種券は

5 月以降に発送。 

【問合せ】 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 

☎０５７０－０５４－６６６ 毎日 8:30～17:15 

新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口 

☎２２５－２７９２ 平日のみ 8:30～17:15 

中町 1-4-1 保健福祉センター5 階 

 

 

講座予約システム 
ＱＲコード 


